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提 案 理 由 説 明                

令和２年９月３日 

 

本日ここに、第３回定例会を招集いたしましたところ、議員各位

にはご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 

１．はじめに 

（重度心身障害者医療費の事務処理） 

まず、重度心身障害者医療費助成制度の事務処理に誤りがござい

ましたので、ご説明を申し上げます。 

この制度は、重度の心身障がいがある方の福祉の増進を図るため、

医療機関等で支払われた医療費の自己負担額を助成する制度でござ

います。 

誤りの内容は、本市が処理いたしました８月支給分につきまして、

本来６月診療分をお支払いするところ、５月診療分を誤って支給し

たものでございます。これは、医療費支給の根拠となるデータをシ

ステムに入力する際、入力すべきデータを前月分と取り違えたこと

によるものでございます。 

誤って支給した件数でありますが、過払い分が94人で56万5,636

円、不足分が118人で119万2,853円でございました。対象の方には、

この度の事情を説明させていただいており、支給不足の方につきま

しては、本日、支給を予定しております。また、過払いの方につき

ましては、９月以降のお支払時に調整させていただくこととしてお

ります。この場をお借りいたしまして、対象者の皆様にお詫びを申

し上げます。 

今後につきましては、確認作業を強化し、適正な事務処理により

再発防止に努めるとともに、市民の皆様の信頼回復に向け真摯に取

り組んでまいる所存でございます。 
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（新型コロナウイルス） 

さて、５月25日の新型コロナウイルスの緊急事態宣言解除から約

100日が経過いたしました。６月以降の、東京を起点に再拡大した

第２波と認識される流行は、既にピークを脱したとの見方もされて

おりますが、重症者が増えている地域もあり、決して予断を許さな

い状況でございます。 

本市においても、８月３日、３箇月半ぶりの新規感染者が発生し

て以降、学校現場で関係者を含む４名、市内在住の医療スタッフの

方１名の患者が確認されたところであります。学校や医療現場での

発生ということで、感染の拡大を心配しておりましたが、幸いその

後の患者は確認されておりません。 

お盆の帰省を迎える時期でもありましたので、本市では、特に感

染が急拡大している地域からのご家族・ご親族の帰省をできるだけ

控えていただくお願いをし、また、健康管理を十分に行った上で帰

省された方々につきましては、市内での多人数の会食や宴会などに

ついて、極力、自粛していただくお願いを申し上げたところであり

ます。 

これまでの市民の皆様のご理解とご協力に、心から感謝を申し上

げます。 

また、市内の全小中学校も予定通り、８月21日から２学期をスタ

ートし、ひとまず安堵しているところでございます。 

ここで、私からお願いがございます。新型コロナウイルスの感染

が拡大する中、感染への不安から不当な差別や誹謗中傷が各地で報

告されております。新型コロナウイルスは、誰もが感染する可能性

のある感染症です。不確かな情報に惑わされて人権侵害につながる

ことがないよう、公的機関が発表する正しい情報に基づいて、人権

に配慮した適切な行動をお願いいたします。 
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一方、経済活動に目を向けますと、内閣府が発表した予測では、

「今年４月から６月期のＧＤＰ速報値の下げ幅が、このまま続くと

仮定した場合、年率換算でマイナス27.8％となり、リーマン・ショ

ック後のマイナス17.8％を大きく上回る記録的な落ち込みになる」

とのことであります。このような中、再び緊急事態宣言が発令され

るような事態になれば、これまで事業の継続と雇用維持のために耐

えてきた本市の中小企業や飲食店等は、壊滅的な打撃を受けること

になります。 

市民の皆様におかれましては、市内での感染拡大防止のため、引

き続きマスクの着用と３密回避などの基本的な対策に努めて頂きま

すよう、改めてお願い申し上げます。 

 

（市独自の支援事業） 

このように、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、

本定例会では、本市独自の支援制度といたしまして、長引く感染症

対策等に要する市民の皆様の経済的な負担を軽減するとともに、地

域経済の立て直しにつなげるため、市民一人当たり１万円を“再

度”支給する「定額支援金」を提案しております。加えて今回は、

市内でも感染者が発生する中、自治委員会連合会役員の皆様をはじ

め、地域の方からのご要望等を踏まえ、特に重症化しやすい65歳以

上の高齢者の方には、マスクや消毒薬等の衛生用品の購入など、こ

れまで以上に感染予防対策に努めていただく必要があることから、

その支援といたしまして一人当たり５千円の加算を行いたいと考え

ております。第１弾との合計では、一般の方には２万円、65歳以上

の高齢者の方には２万５千円の支援金となります。 

また、20％のプレミアム付きお買物事業の第２弾といたしまして、

今回は、大型店でも使える商品券も加え、総額３億６千万円の規模

で実施いたします。第１弾と合計しますと、４億８千万円の支援策
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となります。 

更には、市内での新型コロナウイルス感染拡大の防止と市民の皆

様の負担軽減、不安解消を図るため、ＰＣＲ検査体制を整備する予

算を専決処分させていただきました。 

具体的には、これまで患者さんは、保健所が、市外にある「帰国

者・接触者外来」への受診を調整した後に、ＰＣＲ検査を受けてお

りました。今後は、かかりつけ医が必要と判断した場合、病院で検

体を採る容器を受け取り、自宅等で唾液を採取した後、豊後高田市

医師会が新たに開設する「ＰＣＲ検査検体回収センター」に、自分

で検体を持ち込むという流れになります。これにより、検査の迅速

化と患者側・検査する側の双方の負担軽減が図れることとなります。 

その他の、これまで実施してきた各種支援事業の進捗についてで

ございますが、まず、国の一人10万円の特別定額給付金でございま

す。県内トップで開始した本市の給付金事業は、８月11日に申請の

受付期間を終了いたしました。その結果、給付対象者１万910世

帯・２万2,604人に対し、１万890世帯・２万2,583人、率にして約

99.9％の方への給付を完了いたしました。 

また、本市が独自に実施しております一人１万円の「新型コロナ

ウイルス感染症対策定額支援金給付事業」につきましても、給付対

象者１万859世帯・２万2,562人に対し、給付は１万837世帯・２万

2,537人となり、こちらの給付率も現在約99.9％でございます。 

７月末まで受け付けた家賃の最大８割を補助する「店舗等家賃補

助事業」の実績は、合計134件で、3,100万2,600円でございました。 

プレミアム率20％の「地域内お買い物促進事業」につきましては、

７月15日に販売を開始したところ、わずか１週間で完売いたしまし

た。 

保護者等に対する「学生一人当たり５万円・最大10万円の支援金

事業」につきましては、今月末までの申請受付となっておりますが、
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これまでのところ347世帯、404人分、総額2,430万円を支給してい

るところでございます。 

なお、これら本市独自の支援事業につきましては、その財源の大

半に「新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金」を充てており、

市の財政調整基金も約２億６千万円を取り崩すことといたしており

ます。厳しい財政状況の中ではありますが、かつて経験のない大災

害にも匹敵する情勢での財政出動は、財政調整基金の性質上当然に

求められるものであります。 

私は就任以来、これまで様々な経費削減に取り組んでまいりまし

たが、今回、これらの取組みで捻出した財源の一部を新型コロナウ

イルス感染症対策に活用するものでありまして、今のところ、本市

の財政状況に大きな影響を与えるものではございませんので、ご安

心頂きたいと思います。 

また、８月31日には、広瀬知事と市町村長とで、オンラインによ

る意見交換会を行いました。知事からは改めて、「感染拡大の防止

を図りつつ、社会経済活動の再活性化に向けて協力を賜りたい」と

いうメッセージがございました。私といたしましても、市民の皆様

や事業者の皆様と連携して、しっかりと、両立に向けて取り組んで

まいる所存であります。 

会議では、「大分県社会経済再活性化戦略」の意見収集や「新型

コロナウイルス感染拡大防止対策」として、保育所や避難所等にお

ける感染防止、地域住民への啓発、更には移住増に対する施策等に

ついて、情報共有を図ったところでございます。 

 

次に、諸般の報告を申し上げます。 

（令和２年７月豪雨等） 

まず、令和２年７月豪雨についてでございます。 

九州や中部、東北地方をはじめ広範な範囲で発生した集中豪雨は、
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多くの人命や家屋のほか、ライフラインや産業等に甚大な被害をも

たらしました。不幸にしてお亡くなりになられました方々の御冥福

をお祈り申し上げますとともに、御遺族並びに被災者の皆様に対し

まして、心から御見舞いを申し上げます。 

本市におきましては、７月６日から14日にかけて大雨警報が発令

されました。８日には「洪水調節容量の確保に係る協定」により、

ダムやため池の管理者のご協力を頂きながら、貯水量を事前に調節

し、河川への雨量を最小限にとどめる対策を行ったところでござい

ます。幸い、人命等に関わる大きな被害は発生いたしませんでした

が、６月の豪雨も含め、道路や河川などの公共土木施設で15か所、

農道や水路などの農林水産施設で14か所の災害が発生したところで

あります。 

これらにつきましては、第12号報告にございますように、土砂の

撤去等に要する予算を専決処分させていただきました。現在、早期

復旧に向け、急ピッチで測量設計等に取り組んでいるところであり

ます。 

また、梅雨明け以降猛暑が続いております。先月14日には、本市

においても８月の観測史上最高の36.9度を記録しました。今後も、

まだまだ残暑が予想されます。市民の皆様におかれましては、水分

をこまめに補給するなど、十分な対策を取っていただきますようお

願い申し上げます。 

 

（観光振興対策） 

次に、観光振興対策についてでございます。 

国の「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」は、７月中旬から暫

定的にスタートしたものの、全国的な新型コロナウイルス感染拡大

の影響により、本市におきましても、昭和の町をはじめとする六郷

満山寺院やその他の観光スポットは、例年とは異なり、観光客激減
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のかつてない厳しい状況が続いております。 

また、夏の恒例イベントであります「長崎鼻サマーフェスティバ

ル」や「観光盆踊り大会」が中止となり、秋の代表的な行事である

「よっちょくれ祭り」や900年以上の伝統を誇る「若宮八幡神社秋

季大祭」も中止が決定されました。大変残念ではありますが、感染

拡大防止の観点から致し方ない状況でございます。 

こうした中、新たな動きもございました。 

粟嶋公園には、新たな飲食施設「ＡＷＡＳＨＩＭＡ（アワシ

マ）」が６月下旬に正式にオープンいたしました。新型コロナウイ

ルスの影響で予定より３箇月ほど遅くなりましたが、絶景の中で、

地域の新鮮な食材を使った本格派イタリアンを堪能することができ

ます。 

長崎鼻では、デジタルアートギャラリー「不均質な自然と人の美

術館」が８月１日にオープンいたしました。自然をモチーフに、最

新のデジタル技術でアートを表現したもので、全国的にも例のない

モダンで魅力的な観光施設となっております。 

この他、個性豊かな「くにさき六郷温泉」を楽しんでいただくた

め、共通入浴券を発行したところ、１週間で完売いたしました。ま

た、市内宿泊施設の支援を図るため、本市独自で宿泊代の半額補助

を７月から始めたところ、こちらも大変ご好評をいただいておりま

す。まだ、予約可能なプランも残っておりますので、市民の皆さん

にも是非ご活用いただき、日頃の疲れを癒していただければと思っ

ております。 

 

（北村地方創生大臣の視察訪問） 

７月23日には、北村誠吾地方創生担当大臣が本市への視察にお越

しくださいました。地方創生担当大臣の視察については、昨年６月

の片山さつき大臣に続き２年連続となり、大変、光栄に感じており
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ます。 

当日は、田染地域の皆様が中心となって取り組まれている「移住

の受入」や「旧酒蔵を活用した交流施設」を視察された後、ボンネ

ットバスで昭和の町をご案内し、昭和ロマン蔵をご覧いただきまし

た。私からは、本市の人口増の取組みや新たな観光振興に向けての

施策等を説明させていただきました。 

大臣から、田染地域の特徴や移住・定住の促進、農業振興の実情

等についてご質問をいただく中、本市のきめ細かい施策の展開に興

味を示していただきましたし、移住施策などに目覚ましい成果を挙

げていることにも触れていただきました。「全国の他の自治体の参

考となる施策に、先進的・積極的に取り組まれておりますね」とい

う、ありがたいお言葉もいただいたところであります。 

今後とも、「地域の活力は人」であるという基本的な考え方のも

と、市民の皆様と一緒になって、地方創生にチャレンジして参りた

いと考えております。 

 

（国勢調査の実施） 

次に、国勢調査の実施についてであります。 

今年は、調査開始から100年目の節目の年となります。この調査

結果による豊後高田市の人口は、今後５年間の地方交付税の算定基

礎となりますので、本市の市民サービスに直結する大変重要な調査

であります。 

本市では６月１日に実施本部を立ち上げ、準備を進めてまいりま

したが、今回は、新型コロナウイルス感染防止を図りつつ、調査を

実施してまいります。 

今月14日から、市内にお住まいの全ての方に書類を配布いたしま

すので、議員各位をはじめ、市民の皆様には、ぜひとも、ご協力を

お願い申し上げます。 
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２．提出議案 

それでは、本定例会に提案いたしました議案等について、その大

要をご説明申し上げます。 

（予算関係の議案） 

第53号議案の令和２年度一般会計補正予算（第４号）につきまし

ては、７億9,132万6,000円の増額で、補正後の予算総額は、188億

5,283万5,000円となります。 

全国的に感染拡大の収束が見通せない中、新型コロナウイルス感

染症対策の第３弾といたしまして、市民の安全安心の確保や経済的

な負担軽減をはじめ、新しい生活様式への対応や地域経済の復興に

資する予算を計上しております。また、通常分といたしましては、

６月及び７月の豪雨で被災した農林水産施設や公共土木施設の災害

復旧費の予算を中心に編成しております。 

新型コロナウイルス感染症対策に関連する補正予算の主な内容に

つきましては、まず総務費では、地方回帰の流れを効果的にとらえ

るために必要な移住ＰＲの経費を計上しております。 

民生費では、冒頭申し上げました「新型コロナウイルス感染症対

策定額支援金事業」のほか、保育園や子育て支援施設などにおける

感染予防対策費も計上しております。 

労働費では、障がい者や高齢者の雇用環境改善につなげるため、

シルバー人材センターを活用した障がい者の通勤支援事業の構築に

必要な経費を計上しております。 

商工費では、ＩＴ企業等の誘致を促進するため、空き店舗を活用

したサテライトオフィスを整備する経費のほか、大型店でも利用可

能な20％のプレミアムを付けた総額３億６千万円分の商品券や市内

温泉施設の割安共通入浴券の発行など、切れ目なく地域経済の立て

直しを図るために必要な経費を計上しております。 
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消防費では、救急活動における感染リスクの軽減を図るため、必

要な資機材を整備する経費を計上しております。 

教育費では、小中学校や幼稚園での感染予防対策費をはじめ、学

習指導員やスクールサポートスタッフの拡充、修学旅行のキャンセ

ル料等の助成、インターネット上での閲覧が可能な図書館でのデジ

タルコンテンツ整備費を計上しております。 

なお、２次配分のあった「新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金」について、今回計上した地方単独事業への充当残余

を、４月及び６月に補正した対策事業費の一般財源に充当するよう、

財源更正をしております。 

次に、通常分といたしまして、総務費に「お帰りなさい住宅改修

事業費補助金」の増額経費、民生費に「障がい児通所支援給付事業

費」や玉津プラチナ通りでの「多世代交流事業」経費などを計上し

ております。 

衛生費では火葬場「悠久の杜」の修繕費、農林水産業費ではイチ

ゴの新規就農者への支援経費や有利な地方債を活用した農業用水路

の改良事業費を計上しております。 

商工費では、大分北部中核工業団地への企業誘致に必要な環境整

備費や移住者による創業を支援する経費などを計上しております。 

土木費では有利な地方債を活用した急傾斜地の保全対策費、消防

費では消防団員の安全装備品購入経費を計上しております。 

災害復旧費では、６月及び７月の豪雨により被害を受けた農地や

農業用施設、農道、林道、市道、橋りょう及び河川の災害復旧経費

を計上しております。 

また、予備費については、本年度は新型コロナウイルス対策や災

害の応急対応など、既に例年を上回るペースで充当している状況か

ら、今後の予期せぬ緊急を要する事案等の早急な執行に支障を来た

さぬよう、増額計上しております。 



 - 11 - 

第54号議案の令和２年度ケーブルネットワーク事業特別会計補正

予算（第２号）につきましては、ケーブルテレビ市民チャンネルの

生中継の放送操作を高田庁舎からも行えるよう、遠隔操作システム

を構築する経費を計上しており、補正額は185万9,000円の増額で、

補正後の予算総額は３億3,126万4,000円となります。 

 

（決算関係の議案） 

 次に、第60号議案及び第61号議案の令和元年度の各会計における

決算について、ご説明申し上げます。 

 一般会計決算の概要についてでございますが、歳入総額は165億

3,441万3,386円、歳出総額は164億720万657円でありまして、翌年

度へ繰り越すべき財源408万6,000円を差し引いた実質収支は、１億

2,312万6,729円の黒字となっております。 

 普通会計における経常収支比率は95.8％であり、普通交付税の減

などの影響により、前年度と比べ1.0ポイント上昇しております。

この要因は、分子となる経常経費充当一般財源が前年度と比較して

１億4,003万５千円、率にして1.7％改善できましたが、一方で分母

となる経常一般財源は、普通交付税や臨時財政対策債の減少などに

より前年度と比較して２億3,159万円、率にして2.7％の減となった

ことによるものでございます。 

市債残高は約157億２千万円で、前年度から約13億３千万円減少

しております。これは、減債基金を財源に、銀行等からの借入金の

うち約13億４千万円を繰上償還したことが要因でございます。その

ため、３月末の全基金の残高は約108億８千万円で、前年度から約

11億４千万円減少しております。 

 そのほか、報第８号及び報第９号でご報告しておりますとおり、

実質公債費比率は8.3％で前年度と変わりなく、早期健全化基準を

下回るものとなっており、各会計における資金の不足もなく、健全
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経営に努めてまいったところでございます。 

 なお、各会計における詳細につきましては、令和元年度の「豊後

高田市歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書」、「豊後高

田市水道事業会計決算書」及び「主要施策の成果説明書」のとおり

でございます。 

 

（専決処分の議案） 

 第12号報告の令和２年度一般会計補正予算（第３号）につきまし

ては、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、令和２年７月豪

雨による農林水産施設及び公共土木施設に係る災害復旧事業予算及

び新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査体制整備事業予算に

ついて専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により報告

し、承認を求めるものでございます。 

 

（予算関係以外の議案等） 

次に、予算以外の議案等についてでございますが、各議案の末尾

に提案理由を付しておりますので、主なものについてのみ、ご説明

申し上げます。 

第55号議案の財産の取得につきましては、小中学校教育用タブレ

ット端末1,277台の取得について、議決を求めるものでございます。 

第56号議案の豊後高田市税条例の一部改正につきましては、地方

税法等の個人住民税及び新型コロナウイルス感染症等に関連する一

部改正等に伴い、新たな控除を適用するものでございます。 

 

以上で、本定例会に提出いたしました議案等について説明を終わ

りますが、何とぞ慎重審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上

げます。 


